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ὶの事業計画策定事例からの考察 , ᪥本建⠏学計画系ㄽᩥ㞟�
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り、住民に対して参加౫㢗をする際には、Ⲕヰのよう

なであるからẼ㍍に参加してしいとㄝ明したとのこ

とであった �図 13�。さらに、行ᨻはコンサルࢱントに

対して、住民がẼ㍍に意見を出せるようなテー࣐を設

定するよう要求した。つまり、ᙜึண定されていたWSは、

検討ጤဨで㆟ㄽされたをたたきྎに、より多くの住

民の意見をເりὙ⦎させる目的であったが、このᡴ合せ

によって、⡆༢にアイデアを出し合うሙに変更された。

　以上より、WSの目的や内容を一㒊変更し、参加のࣁー

ドルを下ࡆることで、WSがᡂ立する参加者人数を確ಖ

することを目指していると解㔘できる。

��� ⟶⌮のᕤኵ �ᅗ ���

　➨ 1ᅇ WS の๓に㛤ദされた �᭶ 1� ᪥の事ົᒁᡴ合

せでは、行ᨻより、理事者との調整が計画㏻りに㐍まな

かったため、検討ᙜึから WSの㆟題とされていた㞟

ᡤ整備を㆟ㄽからእさなければいけない状況が報告され

た。それは、理事者から民間の運営主体が町内に見ᙜた

らない㝈り整備しないという方㔪を告ࡆられたとのこと

であった。この㞟ᡤは、近隣住民にも㛤かれた⚟♴サー

。スే設施設として検討が⥆けられていたものであるࣅ

運営主体に関しては、๓ �ᅇの事ົᒁᡴ合せから㆟ㄽさ

れ⥆けており、⊂立して運営できる町内の民間団体とし

てⰼ᳜え団体や野⳯┤団体などのྍ⬟性がᶍ⣴されて

いたが、有効な手立てとはなり得なかった。

　このような定እの出᮶事が㉳こったሙ㠃にあたっ

て、事ົᒁは、ᛴ㑉、隣町で⚟♴サーࣅスᣐ点の運営を

行っている 132 団体にⓑ⩚の▮を立て視察を行い、WS

の参加を౫㢗した。これは、WS 、の参加を㏻じて

㐍行中の計画の理解を図り、運営をᢸう指定⟶理者と

なることをᘬきཷけてくれるかどうか様Ꮚをうかがう目

的があった。

　以上より、❹工ᚋの団地においてάືしてもらいたい

団体を計画策定プロセスに参加させることで、༠ຊ体ไ

をᵓ⠏しၥ題の解Ỵを図る工夫を導入していると解㔘で

きる。

�� まとめ

　以上の分析より明らかとなった検討過程における工夫

とᒁ㠃について、以下では特に公営住宅整備の特ᚩと↷

し合せ要点を♧す。

�公営住宅整備では計画策定に参加する住民に入居者と

近隣住民といった立ሙの㐪いがある。よって、住民参加

体のᵓᡂが組み上がったᒁ㠃で、各住民参加方法の

⨨࡙けを分け、住民の立ሙの㐪いにより参加の仕方を変

えて意見の反映度合いを調整している。また、公営住宅

整備では住宅に関する各ㄽの㆟ㄽにᇳ╔しやすい。よっ

て、参加者がල体的となりಶ々人の関ᚰがண ྍ⬟と

なったᒁ㠃で、ເ㞟方法を考したり㆟題やᥦ♧㈨ᩱを

細かく⢭ᰝしたりしている。さらに、公営住宅整備では

住民が✚ᴟ的に⟶理する共用空間の整備を目指すことが

ある。しかし、⟶理者㑅定が計画㏻り㐍まなくなったᒁ

㠃が⏕じることがあり、こういったᒁ㠃では参加者に民

間⟶理者ೃ⿵を組み㎸み༠ຊ体ไᵓ⠏を図っている。

　本事例のように市⾤地においてある一定のつᶍで整備

される団地は、近隣住民にとって⏕ά環境の一㒊として

の大きなᙳ㡪を持つと考えられる。そこで住民参加につ

いては、その団地が市⾤地体の中でどのような環境と

なるべきか㆟ㄽされ、そのためにはどの住民がどのよう

に参加すべきか十分に検討された上ではじめて導入され

るべきである。そのとき、市⾤地ᵓ⠏の視点から、入

居者のみならࡎ近隣住民を参加させることは意義῝く、

地区の住環境のᨵၿに㈨する事業としてのㄆ㆑を共有し

た参加手法を組み立てることが要点であると考える。

ᅗ ⟶ࠉ�� �のᕤኵᵓ㐀ᅗ

竣工後の団地において活動してもらいたい団体
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１．研究の背景と目的

1960 年代後半から都市部で始まった持家指向であっ
たが、1980年代には土地価格が高騰し、鉄道駅周辺など
利便性の高い場所で戸建住宅取得が難しくなっていた。

公的な住宅供給セクターは、利便性のよい立地で手頃な

価格の住宅地を供給するために、その開発計画を様々に

工夫して提案していた。接地性が高く、かつ経済性が高

い住宅地計画として、戸建住宅ではなく長屋建てのタウ

ンハウスが多く提案された時期でもあった。

数々の住宅地提案がなされる中で、戸建住宅でありな

がら土地の有効利用を図り、良好な住環境を担保する住

宅地計画として開発されたのが、日本の伝統的住宅形式

である町家をモデルとした「アレイハウス」であった。

「アレイハウス」は、1979年上田篤の著書「タウンハウ
ス 町家の再生」１）で提案された都市型住宅モデルであ

る。著書の中では「近世にすぐれた都市住居として完成

した日本の町家は、その形式も、その思想も、現代住宅

にひきつがれていない」として、町家の現代住宅に適応

しにくいいくつかの欠陥を解決して、「町家」型の現代化

を進める、として提案されていた。

1983年、この設計方針をもとに泉北ニュータウン三原
台アレイハウスは計画され、大阪府住宅供給公社の一般

分譲住宅「アレイハウス」として発売された。その後 32
年が経過した現在、居住者による様々な改変が行われ、

それにより空間・景観に変化が生じている。

	 一団の戸建住宅地が統一的な設計方針で計画され、そ

のことにより相互の住環境を担保し、まとまった景観を

つくり出す事例は、戸建住宅地の開発においてはしばし

ば用いられる手法であるが、それぞれの敷地が個人に分

譲され、個別に更新が行われた時、どのような特徴が継

承されるのか、どのようなルールを持つことが住環境の

担保に有効であるかを知ることは、今後の分譲戸建住宅

地の計画を進めるにおいて重要であると考える。

本研究は、方針を持って設計された住宅地「三原台ア

レイハウス」が、時間経過や居住者の入れ替わりにより

変化して行く中で、どのような改変が行われ、何が継承
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とができない。そのため北² 13 戸は敷地ÕŽのɏ中ɝ
ȣ場を利用することとなっており、18の「ûȺ」の�ã
戸ɝȣは¹住戸でのĘ現がáわなかった。ɏ中ɝȣ場北

²には»用のȰB場としてǈ場のあるvレイ�hk、ɏ

中`{ǯき場がȹǯされている。三原台アレイハウスの

敷地は、戸建住宅地ではあるが、Ğ有地と»有地がある。

	 敷地は¹§としてǀで統一されており、屋Ƅにはɩǒ

əのǼが用いられていた。Ž西のモールの西²入りÞに

はǀい_ーkがもう(られ、Õ²宅地をȝくɒ地にもå

様のデaインのğさな_ーkが設(られた。中ċモール

にはɪmǑĸのƉƆがŬされた。qンtレhkにǋされ
たqースを図ɨにǋす。

（ɨ）建築協定とȉ定されているɗǂ

三原台アレイハウスには、分譲時の 1983 年から建築
協定がǬǣされている。現在の建築協定は、2016（į成
28）年ɨŷに再Ȓßされたものである。これまで 3ñの
更新を行っているが、ȎȦ½ěの変更ǚはなかった。建

築協定に定められているのは、Ȅɧのɗǂである。

アレイハウスの設計方針とƧらすと、ɨつ「ŐŎ」の

	ǆ¿形の敷地、
一āɕɁȾ、�アレイĎのư関のう

4、	のǆ¿形の敷地については、１Ò画の変更できな

いので変更�ßである（協定	）。
の一āɕɁȾはȉ定

されているが、āの¤ǯは１m 上ɐさな(ればならな
いāɕではないとのȉ定（協定�）になっており、e�

�hkをȉ定はしていない。�についてはȌれられてい

ない。

18の「ûȺ」では、	、
は協定	により、�Ǫɋ道
は、協定、�によりȉ定されており、���は、協定

�により、Õ²のĺをǊ保することにより、一部ȉ定さ

れている。�は、協定�によりȉ定されている。�方

向ȶ難は、建築協定では担保できておら.、���のア

レイ中ċからのư関や、ɒ地に関する「ûȺ」は、アレ

イについてはɎ地からの１m 後ȫでȉ定されているが、
ư関についてのȉ定はないため、担保はできていない。

�Ķǹǚの�設は、協定	によりè定されている。 上

のように、「ŐŎ」、「ûȺ」とも建築協定ですEてがȉ定

されているȐではない。

（ɩ）ǜ理ǡä

三原台アレイハウスは、¶にもȪEたようにĞ有地と

»有地があるため、1983年ľ時からǜ理ǡäがǣ成され
ている。理事は居住者がȧƽÇでÏめている。居住者は

ŷ々ǜ理ǡäȞをǜ理ǡäにǠめ、それを»用部分のǜ

理Ȟにµてている。»用部分のɝȣ場は北²の�Bの住

戸のIが利用しているが、»用ɝȣ場を利用しないÕ²

のならBの居住者もåɘț担している。

�．k�/景tのH:���の
H:������の	

1983年にǘ工して ż、2015年までで変化したこと、
変化していないことを、特に 1984 年Ȕƃで行ったȔƃ
ɗǂについて、2015年 12ŷ 5日�8日に観ĜȔƃを行
った。敷地¹§の変化、およB建替え住戸については、

建替え理Ƹ、建替えと建築協定½ěについてßǶなɈり

住Ɩrア�ン]Ȕƃも行った。

（１）敷地¹§の変化

	 建築協定でȉ定されているため、敷地や宅地の変化は

Ȉられなかった。中ċモールの_ーkはǱŻ化がǂ立4、

手入れのņ要が出てきたため、}ンimンスȞÉƠのた

め取りɉかれた。現在はȣƎめとƧůがȦったǇĽりの

ɀƁが立てられている。å様のデaインのÕ²ɒ地の_

ーkはそのまま©われている。中ċモールのƉƆは大き

D�	 三原台アレイハウスの)0ス	
�分ze).*レ&'��� �	
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宅地では道Ȣ²、すなわ4すEてÕ向きであった。 
�Ƃの�Š、Ƃの�Í 
	 Ƃの�Š、Ƃの�Íは、1984年ȔƃではÕ²宅地の道
Ȣ²ɧ宅地のIでȈられた。い.れもɝȣ場の設ǯに£

うƂの�Šであった。2015 年Ȕƃでは、Õ²宅地で 11
宅地の½ɮ宅地でƂの�Š、Ƃの�ÍがIられたが、い

.れも道Ȣ²でのɝȣ場の設ǯのためのƂの�Šと、ɝ

ȣ場入りÞとしてのȀǷœなどの新たなƂの設ǯであっ

た。北²宅地ではƂの�ŠのI 13 宅地の½ɬ宅地でȈ
られ、そのう4ɩ宅地は道Ȣ²、モール²ともに�Šを

していた。ǱŻ化に£う�ŠとIられる。Ƃについては

建築協定で「Ăしたら現ƬńĬする」ようȎされている

が、完成時のデaインとはƾなったƂが用いられていた。 
Ȅɀの向き（ȄとŌȘされている向き） 
	 設計方針では、道Ȣ²がȄでハレ、モール²がȅで^

と定められていた。1984年Ȕƃでも北²宅地はモール²
をȄとŜえる宅地が 13 宅地のう4ɬ宅地と半数 上を
しめていたが、2015年では北²宅地のすEてがモール²
をȄとしてのしつらいとなっていた。これは敷地ȵ定時

において北²道Ȣがıǫ道Ȣとなったためȣのアクセス

ができなかったこと、道ȢまではɌƔでɇりるņ要もあ

り、また駅の方向はÕ²であったことなど、利便性の理

Ƹもあるものと考えられる。 
�ƪĮし場の¤ǯ 
	 設計方針では、ƪĮし場はアレイか 2Ɍw�ンgとし
て、道ȢからȈえないことを原Èとしていた。 
	 しかし、1984 年ȔƃでもÕ²に 24 宅地中 12 宅地が
ƪĮし場つくっており、2016Ȕƃでは 24宅地のう4 19
宅地でÕ²がƪĮし場となっていた。Õ²にƪĮし場が

ないのは、新築住宅のɩ宅地とŭĒ宅地１宅地のIで、

い.れも 2ɌÕ²にw�ンgを�(ていた。Õ²の宅地
については、Ȅとされる方にƪĮし場ができていたこと

となる。Õ²宅地ではすEてȄである道Ȣ²にƪĮし場

ができた。 

�ƪǯの¤ǯ 
	 ƪǯは、1984年Ȕƃでは北²のĺにǯかれる³向があ
り、24敷地の½ 6敷地で北²にǯかれていた。2015年
Ȕƃでは北²宅地では北²にɨ、Õ²にɭ、Õ²宅地で

は北に 4、Õにɨとなった。ƪǯはÕ²宅地の場ä、1983
年に北²にǯかれたƪǯがそのままになっており、新た

にǯかれたƪǯがすEてȄである道Ȣ²となっていた。 
（ɩ）āɕǼの変更 
	 図ɫに、āǼが変化した住宅をǋす。北²宅地でɪ宅

地、Õ²宅地で 5 宅地、計 10 宅地でāǼの変更がȈら
れ、建替えたɩ宅地はすEてŭĒǼではなかった。なお、

ŭĒǼとあまり変わらないǱŻ化の°ǮのためのāɕD

のê�はāǼの変更とはしなかった。変更されたāǼは

様々で、ǾǼのFか、sンク、ɓといったčŗなǼまで

あった。三原台アレイハウスにおいては、建築ľÄとは

大きくƾなるǼDのāɕの変更がすすVでいるが、建築

協定ではǼのȉ定が設(られていないため、建築ľÄの

統一されたǀいćāのま4なIはČわれつつある。これ

にĝしrア�ン]では、「āǼの変化によるま4なIの変

化は、特にƗになっており建築ľÄのǀいāが建4�V

3ま4なIにɠかれて入居したため、Ɠň3」というĄ

を多くǴかれた。 
（ɪ）Ȕƃのまとめ 
	  上のȔƃǣſより、敷地¹§としての変化はFGな

く、建替えはɩ宅地でIられたものの、ȹǯにおいても

住宅v�ンにおいても、建築協定でȉ定されていないɗ

ǂ、特にアレイとư関の¤ǯをéめて、計画時の方針が

継承されていることが分かった。すなわ4ɨつの「ŐŎ」

については、そのまま継承されていたといえる。一方、

18の「ûȺ」では、敷地がモール²と道Ȣ²ɧɕにɕし
ていることの「ûȺ」、�都市性とɔȖ性、�ハレと^、

がŌȘされない©われ方になっていた。また、�ɒ地（ア

レイ）ƪĮは、FGすEての宅地でÝ(入れられていな

かった。また、建築協定にはǼのȉ定がなかったため、

���������

���������
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ćāは半数近くの建ƪで様々なǼにýり替えられている

ことが分かった。 
 
�．N5pのSyx\	

	 本研究では、1984年Ȕƃとåじ½ěで、2015年の居
住者アン^ーkȔƃを行った。ñÛƱが半数の 12 Ǎと
わ.かであっため、ここではØ考としてǋす。1984年Ȕ 
ƃは、14ǍのñÛであった。 
（１）ñǛ者ģ性 
	 į÷年ɢは、63.4Ƒで、į÷世ī人数は 2.9人であっ
た。1984年Ȕƃでは、į÷年ɢ 36.6Ƒで、į÷世ī人
数は 3.6人であった。また、半数が居住ƒ 30年 上で、
ľÄからの入居者であった。 
（ɧ）18の「ûȺ」のȑ価 
	 Ȅɨは、18の「ûȺ」Dのȑ価をñǛ数でǋした、1984
年ȔƃはñǛǩ数 14 Ǎ、2015 年Ȕƃは 10 Ǎである。
た3し、�Ķǹの�設のȠïは設(.、「統一ōのあるȃ

�I」をȠïɗǂにÍえた。 
	 ɨɕ開ţ住宅v�ンによる住宅の居住性に関わるɗǂ

「日Ƨ」「Ȭɚ」「行ƨ部屋のñȶ」「ƭ立性の高い居ę」

は、1984 年ȔƃではŶも高い「ȑ価１」とのǛえを 11
�12Ǎ得ていたが、2015年Ȕƃでも「日Ƨ」「Ȭɚ」は
「ȑ価１」をɫ�ɬǍ、「行ƨ部屋のñȶ」「ƭ立性の高

い居ę」も「ȑ価ɧ」 上をɬ�ɭǍ得ておりȑ価が高

かった。一方、1984年Ȕƃでȑ価が¥かった「ɒ地（ア
レイ）ƪĮし」については、2015年Ȕƃでȑ価が高くな
っているが、観ĜȔƃによりƪĮのアレイ利用はIられ

なかった。「ハレと^」は 1984年Ȕƃでは「ȑ価１」が
2015年ȔƃではŌìが理解されていなかった。 
 
�．�と�とoM	

	 Ʈğ敷地での戸建住宅のĘ現をǂ指して設計方針がさ

3められた三原台アレイハウスの、�� 年経過後にお(る

ȑ価を行った。空き家はなく、¹戸居住者がいること、

»有地が適Əにǜ理されていること、居住者による建築

協定のȱðがƢりなく行われていることは、高くȑ価さ

れる。Ʈğ敷地での居住性をǊ保するための、三ɕ開ţ

住宅、ɒ地（アレイ）、ɒ地入りのư関などは、居住者に

高くȑ価され、継承されていた。	

	 しかし、Ǽやデaインの継承は難しく、ã戸が個性化

することがůらかとなった。	

	 計画時に設計方針を完¹にはÚŰできなかった道Ȣ²

とモール²と©い分(は、空間Ǐĵを生I出すことなく、

ľÄからȒȘされ.、継承もされなかった。本żアレイ

ハウスは、都市の住まいである「町家の再生」として取

り入れられた空間Ǐĵであったが、三原台アレイハウス

の北²ȃȢはıǫ道Ȣでư関を設(ることができ.、Õ

²ȃȢもĝɕするȃÒはÿ地Ǫ地であり、都市性のある

ȃȢではなかったため、「ȅとȄ」、「ハレと^」といった

空間Ǐĵを生I出/なかったものと考える。	

	 	

a�	

１）Ø考ŨƯ（１） 
ɧ）Ø考ŨƯ（ɧ）�（ɩ） 
ɨ）Ø考ŨƯ（ɪ） 
	

>oXd 
（１）上田篤：タウンハウス、ɡĦ出Ʃ¡、1979年 
（ɧ）上田篤Fかɧæ：アレイハウスの計画とȑ価（その１）、日

本建築学¡大¡ȗƣƈƊɏ（関Ž）、pp.1029-1030、1984年 10ŷ 
（ɨ）ƞħťFかɨæ：アレイハウスの計画とȑ価（そのɧ）、日

本建築学¡大¡ȗƣƈƊɏ（関Ž）、pp.1031-1032、1984年 10ŷ 
（ɩ）¬·ǃ�Fかɩæ：アレイハウスの計画とȑ価（そのɨ）、

日本建築学¡大¡ȗƣƈƊɏ(関Ž）、pp.1033-1034、1984年 10ŷ 
（ɪ）大阪府住宅供給公社：一般分譲住宅泉北三原台（qンuレh

k） 
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